
令和７年度後期監査報告書（工事監査）措置状況通知

後期監査の結果に基づく措置等の状況通知＜後期監査報告書（令和８年３月１7日）＞

「処理」の実施状況
【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「処理」を実施したもの、又は実施することを決定したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件
【Ｃ：実施しない】　　　　　　　基準日までに何らかの理由により「処理」を実施しないこと（又は実施できないこと）を決定したもの　　　　　　　　　　　　　　２件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況
【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は実施することを決定したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　３件

○工事監査
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Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

1 産
業
部

産
業
振
興
課

契
約・
検査

重要伝統
的建造物
足助商工
会館修繕
工事設計
監理委託

【指摘】
豊田市契約規則第３７条の３第１項に規定
されている工事関係委託業務届出書におい
て、添付が必要な管理技術者の経歴書が提
出されていなかった。

1
2
頁

1 Ａ：実施
済又は決
定済

　令和７年９月１９日に受託者へ
経歴書の提出を依頼し、令和７年
１０月２日に収受し、速やかに内
容を確認した。

Ａ：実施
済又は決
定済

　令和７年９月１９日から、収受回覧時
に、担当者が「契約事務書類チェックリス
ト」を添付し、必要な書類の提出漏れがな
いかを確認する運用とした。

令
和
8
年
3
月
3
1
日

2 産
業
部

産
業
振
興
課

契
約・
検査

重要伝統
的建造物
足助商工
会館修繕
工事

【意見】
　豊田市公共工事監督要領第７条第１項に
おいて、工事用の監督員変更通知書の様式
が定められているが、委託用の監督員変更
通知書を使用していた。
　通知内容に漏れがないよう、定められた
様式を使用されたい。

1
2
頁

2 Ｃ：実施
しない

　監督員の権限分担については、
契約当初に通知した監督員通知書
に記載されているものと変更がな
い旨を受託者に伝え、了承を得て
いるため、定められた様式による
再通知は行わないことを令和７年
９月１９日に決定した。

Ａ：実施
済又は決
定済

　工事案件においては、豊田市公共工事監
督要領に定められた様式を使用することを
令和７年９月１９日に業務引継書に記載済
み。

令
和
8
年
3
月
3
1
日

3 産
業
部

産
業
振
興
課

計
画・
設計

重要伝統
的建造物
足助商工
会館修繕
工事

【意見】
　設計図書において、地元の定例行事に係
る交通規制の施工条件が記載されていな
かったため、契約後に施工計画を見直す協
議が行われていた。
　重要な施工条件については、請負者との
齟齬が生じないよう設計図書に明示された
い。

1
2
頁

3 Ｃ：実施
しない

　既に施工計画の見直しを行い、
工事を実施しているため、設計図
書の変更は行わないことを令和７
年９月１９日に決定した。

Ａ：実施
済又は決
定済

　地元との協議においては、参考工程表を
提示し、要望のヒアリング漏れがないよう
に留意することを令和７年９月１９日に、
業務引継書に記載済み。

令
和
8
年
3
月
3
1
日

－ 1 ／1－


